
自主防災組織の活動について

十日町市総務部防災安全課

資料３

「自主防災組織の手引き（総務省消防庁）」を基に十日町市作成

総務省 消防庁 「自主防災組織の手引き」
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、最後になりますが、防災安全課（〇〇支所）より自主防災組織の活動支援や避難に関することを中心にお話しさせていただきます。



（１）防災基本条例が定める基本理念

（２）自主防災組織に期待される活動・役割

（３）連携による自主防災組織の活動の活性化

（４）自主防災組織の活動支援

（５）避難情報

（６）避難所

（７）市からの防災情報伝達

（８）十日町市総合防災訓練の振り返り
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日は（１）防災基本条例が定める基本理念（２）自主防災組織に期待される活動・役割（３）連携による自主防災組織の活動の活性化（４）自主防災組織の活動支援（５）避難情報（６）避難所（７）市からの防災情報伝達、（8）十日町市総合防災訓練の振り返り、以上８点についてお知らせさせていただきます。



（１）防災基本条例（H27）が定める基本理念

「自助」、「共助」、「公助」の理念に基づき、それぞれ
の責務及び役割に応じ、連携を図りながら災害対策に取り
組む。

自らのことは自らが守る

自助
地域において互いに助け合う

共助
・防災知識の習得
・家具等の転倒防止対策
・食糧・飲料水等の備蓄
・避難経路や避難場所の確認

・隣近所の安全確認
・自主防災組織への参加
・避難所運営の協力
・要配慮者への配慮

公助
市が安全を確保する

・災害や避難情報の提供
・要配慮者への支援
・復旧・復興対策 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
初めに自主防災組織の皆様からになっていただく役割について説明させていただきます。十日町市防災基本条例の前文に「私たちは、自分の身の安全は自分で守る「自助」、地域において相互に助け合い、お互いを災害から守る「共助」、市が市民及び事業者を災害から守る「公助」このように理念が述べられています。平成７年に発生した阪神・淡路大震災では、生き埋めや閉じ込められた際の救助の約97％が自助・共助によるもので、公助により救助された割合は３％と言われています。それぞれの責務及び役割に応じ、連携を図りながら災害対策に取り組んでいかなければ大規模災害への対応は困難となります。自主防災組織の皆様からは、地域連携の要となる共助として取り組んでいただいております。



（２）自主防災組織に期待される活動・役割
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、総務省消防庁作成の『自主防災組織の手引』が令和５年３月に改訂されましたので、改めて自主防災組織に期待される活動・役割などについて説明させていただきます。また、この手引きは総務省消防庁のHPからダウンロードできますのでお時間のある時にご一読ください。当市は、中越大震災を契機に自主防災組織の結成を推進してまいりましたが、中越大震災から約19年がたち、また、コロナ禍の影響等で訓練等の活動が制限されていたこともあり、自主防災組織の活動等滞っているというご相談をいただいておりますので、この機会に改めてご確認ください。�
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まずは、地震災害を例に説明させていただきます。この資料は地震災害時における初動対応の時期に期待される活動を表したものです。自主防災組織は初動対応以降も復旧・復興に向けて、他団体と連携しながら、継続的な活動が求められています。また、災害時の活動においては、まずは、自身及び家族の安全確保が前提として行われるものとなりますのでご理解ください。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に風水害を例に説明させていただきます。地震災害時の活動と同様に、風水害時においても時期に応じた的確な活動が求められますが、突然襲ってくる地震とは異なり、風水害はその発生までにある程度の時間があるため、被害が及ぶ危険を避けるために、早期に情報伝達や避難といった行動をとることによって、大規模な被害を抑えることが可能となります。したがって、風水害時の活動の内容については、避難後の行動等、前項の地震災害時の活動を基本とするほか、避難等の事前行動が重要となります。



（３）連携による自主防災組織の活動の活性化
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、連携による自主防災組織の活動の活性化について説明させていただきます。地域において協力して安心・安全のための活動を進めるにあたっては、何よりも地域コミュニティが機能していることが必要であり、そのためにも地域防災活動の核としての自主防災組織が重要となります。地域で安心・安全のための活動を進める際に重要なことは、地域の結びつき（コミュニティ）の強化であり、「地域を守る」という目的に向かって、地域住民が一体となって取り組む環境づくりが求められます。そのために、地域における自主防災組織や他の活動団体が相互に連携し、ネットワークをつなげることにより活動の活性化を図ります。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
近隣の自主防災組織と相互の応援協力体制や地域の自主防災組織間における情報・人的交流や防災まちづくりの共同実施等、友好な関係を築いておくことが必要となります。また、こうした組織間の連携が大規模災害時の効果的な防災活動につながると期待されます。また、こうした自主防災組織間の連携した活動は、各自主防災組織の長所や短所を補い合い、地域間の防災活動にみられる格差の解消等の効果も期待されます。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大規模な災害が発生した際には、市町村や常備消防の対応だけでは限界があるため、自主防災組織、消防団等の総力を挙げて災害に対処する必要があります。こうした中で、自主防災組織としては地域の様々な団体と連携していくことが必要となりますが、中でも消防団との連携が重要であり、自主防災組織の運営や防災知識、技術を身につけるための良きアドバイザーとして日頃から消防団と交流を図り、ともに地域を守る組織として協力しあうことが求められています。こうした地域防災の両輪である自主防災組織と消防団が連携することによって、地域防災力のさらなる向上につながっていきます。また、常備消防や自治体と連携することは、防災に関するアドバイザーとしてだけでなく、災害時における災害情報を収集する上でも重要となります。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地域防災力の向上においては、中核を担う自主防災組織が住民の防災意識を高め、自発的な参加を促す活動を行うことが重要となります。加えて、地域の様々な団体と連携した幅広い活動を展開することによって、地域社会とのつながり、結びつきを強め、現代社会に対応しうる新たな人的ネットワークの構築を図る必要があります。また、自主防災組織の活動課題の解消、活動の活性化においても、こうした取組みは有効な手法となります。なお、他団体との連携にあたっては地域によって様々な組み合わせ考えられますが、主なものとして、図のような連携が考えられます。昨年度まで合同で研修会を実施していた民生委員・児童委員とは、避難行動要支援者対策での連携が有効とされています。民生委員・児童委員の型は市報等で公表されていますので、自主防災組織の方から連絡をとっていただき、平時からの協力関係を構築することが災害対応においては効果的ですので、取組をお願いします。



高齢者や障がいのある人たちなど、災害発生時に支援を必要とする人に対して、集落や
自主防災組織、民生委員の人たちなど、地域が連携して助け合う仕組みです。

避難行動要支援者

避難行動要支援者
名簿の作成

十日町市
名簿情報の外部
提供に係る同意
確認

名簿情報提供

避難支援等関係者
（自主防災組織(自治会含む)、

民生委員など）

避難支援者
（要支援者の近所の方など
実際に支援をする方）

日頃の声かけや
見守り、要支援
者の現状把握、
支援体制の相談

協力依頼など

災害時の
情報提供や避難支援

顔の見える
関係づくり

(相互の信頼関係)

避難行動要支援者支援のイメージ図

（要介護３～５の高齢者、
身体障がい者（１・２級）、
精神障がい者（１級）、
知的障がい者（Ａ）など）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
災害対応の際に、特に事前の備えが重要とされている避難行動要支援者支援について説明します。この図は避難行動要支援者支援の全体像を示すイメージです。名簿を作成する「市」のほか、災害時に支援を必要とする「避難行動要支援者」、日頃の見守りや現状把握、地域の支援体制づくりを進める「避難支援等関係者」、実際に支援する「避難支援者」の相互の関係性を示したものです。自主防災組織の皆さんは左下の「避難支援等関係者」に位置付けられます。



行政保有情報に基づき対象者に名簿情報の外部提供に係る同意確認

【名簿の作成～提供（市の対応）】

同意者 不同意者を含む要支援者全員

要支援者名簿／同意者分 要支援者名簿／全員分

【避難支援等関係者】
自主防災組織（自治会等を含む）、民生委員、消防署、警察署、社会福祉協議会、保健所

・確約書の提出を受け、名簿を提供
・訓練等を通じて、日頃からの顔の

見える関係づくり等に活用
・災害発生時または避難情報発令時

に安否確認等に活用

避難支援等関係者

・災害対策基本法第49条の11第３項
の規定に基づき、災害が発生し、又
は災害が発生する恐れがある場合に
おいて、避難支援等の実施に必要な
限度で名簿を提供

・安否確認等に活用

避難支援等関係者

避難行動要支援者名簿

平時から提供 災害時等に提供
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この画面は、市が行うこととされている、名簿作成から名簿の提供を図に表したしたものです。対象者に名簿情報の外部提供に係る同意確認を行い、同意された方の名簿と、不同意の方を含めた要支援者全員分の名簿を作成します。同意者名簿は、引き続き、避難支援等関係者に提供いたします。平時における見守り活動や避難支援体制づくり、災害発生時の安否確認等に活用してください。また、不同意者を含めた全員分の要支援者名簿は、今後、災害対策基本法第49条の11第３項の規定に基づき、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合において、避難支援等の実施に必要な限度で提供します。



（４）自主防災組織の活動支援
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、『自主防災組織への活動支援』についてご説明します。防災訓練などコロナ禍の中でなかなか開催が難しい現状ではございますが、市では自主防災組織など地域コミュニティ単位での訓練の実施に対する支援をはじめ、様々な取り組みを行っています。



自主防災組織などの地域コ
ミュニティが防災訓練を実施
し、万が一事故など発生した
ときは、市に対して事前に防
災訓練の届け出を行うことで、
共済から補償を受けることが
できます。

「防災訓練計画届出書」 ⇒

本庁防災安全課もしくは各
支所地域振興課に提出して
ください。

防火防災訓練 災害補償等 共済
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１つ目が、防火防災訓練 災害補償等 共済です。これは、自主防災組織など地域コミュニティが防災訓練を行ったときに、万一の事故などが発生した場合の補償を行うものです。補償の適用には事前に『防災訓練計画届出書』の提出が必要となります。ホームページからダウンロードできますので、防災訓練を実施することが決まりましたら、防災安全課もしくは各支所地域振興課まで届け出をお願いいたします。



自主防災組織育成事業講習一覧 

No, 講習（訓練内容） ※所要時間 

１ 

防災講話支援  ※１時間 

 防災教育や防災意識啓発のための講話を行う。 

 

２ 

消火訓練支援  ※0.5 時間～１時間 

 水消火器を使用した初期消火訓練について指導を行う。 

 

３ 

救命・救助訓練支援  ※１時間 

 AED操作、救命・応急手当手技などについて指導を行う。 

 

４ 

地区防災計画・防災マップ  ※２時間 

 防災ワークショップ、DIG（災害図上訓練）などを通じ、 

地区防災計画や地域ハザードマップ作成について指導を行う。 

 

５ 

避難所運営訓練支援  ※１時間～２時間 

 避難所の立ち上げや運営などについて指導を行う。 

 

６ 

その他 

上記に区分されない、防災訓練、防災教育について支援を行う。 

 ※十日町市が必要と認め、かつ派遣される講師が対応できるものに限る。 

 
【申込み手続きの流れ】 
① 訓練予定日の概ね１ヵ月前に「計画届出書」を市（防災安全課）に提出願います。 

※その際に資機材を要望する場合は、「資機材借用申請書」を提出してください。 
・訓練会場は、自主防災会、町内会等で手配願います。 

 ・上記訓練は、所要時間に応じての組み合わせも可能です。 
  ・訓練内容について、ご不明な点はご相談をお受けいたします。 
② 市（防災安全課）が、講師の派遣依頼を行い、NPO ぼうさいと日程を調整します。 
③ 訓練当日に NPO ぼうさいが、訓練会場に出向き、講習（訓練指導）を行います。 
 ※資機材を申し込まれた場合は、訓練前日までに市（防災安全課・各支所）まで取りに

来てください。 

 

※資器材貸出

自主防災組織、町内会

十日町市

（防災安全課）
NPOセーフティネットぼうさ

②講師派遣の依頼

③講義（訓練指導）

自主防災組織、町内会

十日町市

（防災安全課）
NPOセーフティネットぼうさい

①「計画届出書」の提出

※資機材借用申請

防災訓練への講師派遣
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
２つ目は、防災訓練への講師派遣です。講師は、「ＮＰＯセーフティネットぼうさい」さんです。この講師派遣事業を希望される場合は、防災安全課もしくは各支所地域振興課へ先ほどの『防災訓練計画届出書』とあわせてご連絡をお願いします。開催準備などもございますので、おおむね１カ月程度前にはご連絡をお願いいたします。また、申し込みが複数重なったときなど、希望する日に講師派遣できない場合もありますので、派遣を受けたいときは計画が決まりましたら、お早めにご連絡をお願いいたします。なお、講師派遣にかかる謝礼・報酬などの費用は負担いただかなくて結構です。訓練内容や申込み手続き等に関しましては、記載のとおりとなっています。



防災訓練用資機材の借用

← 「防災訓練用資機材借用申請書」

本庁防災安全課もしくは各支所地域振
興課に提出してください。

令和   年   月   日 

 

十日町市長 様 

 

【申請者】 

団体名：   

代表者：    

連絡先：   

 

 

防災訓練用資機材借用申請書 
 

 防災訓練等で使用したいため、下記のとおり防災訓練用資機材について借用

くださるよう、申請いたします。 

 

 

記 
 

１ 
借 用 し た い 

資 機 材 

資機材名 
（借用したい資機材の左枠に○を付ける） 

必要数 

 消火訓練用放射器具（水消火器） 
（※最大 12本） 

 本 

 AED操作トレーニングキット 
（※最大３セット） 

 セット 

２ 
借 用 し た い 

期 間 

借受日 
令和  年  月  日 

場所：本庁 ・   支所 

返却日 
令和  年  月  日 

場所：本庁 ・   支所 

３ 
借用に当たって

の 注 意 事 項 

借用した物品については細心の注意を払い、取り扱うこ

と。また、万一借用した物品をき損した場合は、申請者

で弁償をすること。 
 

 
市使用欄 

 

  

【決裁欄】 

課長 参事 補佐 係長 係員 

     

 

借用の可否 可・否 

貸出日 令和 年 月 日 

返却日 令和 年 月 日 

確認者   
 

 

訓練用資機材の貸出
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
３つ目は、訓練用資機材の貸し出しです。市では、水消火器（12本）と、模擬AEDセット（３セット）を用意しております。こちらについてもホームページからもダウンロードできますので、借用を希望する場合は、申請書を防災安全課もしくは支所地域振興課へ事前に連絡し、貸出申請書の提出をお願いいたします。



市

自主
防災組織

1/2

※補助条件
他団体 （消防団、学校、
事業所など）との連携

訓練や講座等

防災ワークショップ
炊き出し訓練

防災資機材の購入

消火器、テント
ＡＥＤなど

十日町市自主防災組織補助金
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
４つ目は、十日町市自主防災組織補助金についてです。十日町市では新潟県の行っている地域防災力向上支援を活用し、自主防災組織が、自主防災組織のみの活動ではなく、学校や消防団、事業所などを巻き込んで、訓練や講座等を実施した場合や防災資機材を購入する場合に、その経費を1/2補助します。こちらについても、ホームページに条件の詳細、申請書等ありますので、お時間のあるときにご確認ください。以上が、自主防災組織の活動支援に関することについてのお知らせとなります。



（５）避難情報
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国の避難情報については令和３年の５月から市民に対しての避難情報が変わりましたので、改めて確認のためお知らせいたします。主な変更点としては紫色の部分、従来の「避難勧告」が廃止され、警戒レベル４の「避難指示」となり、危険な場所からの避難となりました。赤色の部分が、警戒レベル３で「高齢者等避難」に変わり、避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、危険な場所から避難に替わりました。市からは状況により警戒レベル３「高齢者等避難」、警戒レベル４「避難指示」が発令されますが、市から出る避難情報は、インターネット等の警戒レベルと同時に出るとは限りません。防災行政無線を活用して地域や地区を限定した「避難情報の発令」を想定していますので、市からの発信される情報に注意をしてください。以上が、避難情報についてのお知らせとなります。



（６）避難所
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、『避難所』について説明をさせていただきます。資料をご覧ください。 



居住可能 居住不可能 

居住不可能 居住可能 

 

【緊急的な避難の必要・避難勧告等の発令】 

 

 

自主防災組織・町内会等で決めた自主的に集合する場所や施設

で、一時的に避難し、安否確認等を行う。 

※設けているかどうかは、自主防・町内会へ確認をお願いします。 

地区緊急避難場所 

（原則屋外） 

地区避難所 

（原則屋内）  

 

垂直避難（自宅、知人宅等） 車中泊避難 

水害や土砂災害などの災害発生時

に今いる建物やすぐ目の前にある

建物の 2 階以上のなるべく高層階

へ移動する。 

コロナ禍で３密回

避のため、危険の

ない場所での車の

中での避難。 

周囲の状況と安全の確認 

 

 

周囲の状況と安全の確認や自宅の確認 

 

指定緊急避難場所 
 

 

 

駐車場やグラウンドなど、災害から命を守るために緊急的に避難する場所。 
自宅 

周囲の状況と安全の確認や自宅の確認 

 

 

 

 

 

 

学校・体育館など災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害によ

り自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設。 

指定避難所 

避
難
ル
ー
ト
の
イ
メ
ー
ジ
図

避難指示等の発令
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
避難情報に基づき、緊急的な避難の必要が生じた際の、避難ルートの主なイメージ図になります。十日町市では災害対策基本法に則り、十日町市指定避難所を指定しております。これは、災害から命を守るために緊急的に避難する駐車場やグラウンドなどの「指定緊急避難場所」と耐震化されている施設や電気・水道等が整っている学校・体育館など一定期間滞在する「指定避難所」を指定したものです。なお、災害時の「公助」として、市では令和３年度整備された防災行政無線での情報伝達、指定避難所の対応、救援物資の受入・配送、被害状況確認・復旧、被災者支援など様々な対応を行ってまいりますが、できることには自ずと限りがあります。個人が周囲から情報を得ながら、自ら判断し行動する「自らの命は自らが守る」という「自助」の意識や、判断に迷っている隣近所への「声の掛け合い」による避難行動など「共助」の役割も重要です。こうしたことから、緊急時に町内の人が最初に集まり安否確認など行う、原則屋外の「地区緊急避難場所」と、原則屋内の「地区避難所」を各町内会等で選定していただいております。また水害や土砂災害などの時には、状況に応じて自宅、知人宅、親類宅など近くの建物の中で高層階へと移動し、避難する「垂直避難」やコロナ禍における３密を回避した避難の方法として「車中泊避難」もあります。これを機会に、各自の避難ルートや安全な避難方法の確認などを行っていただき、防災意識の高揚や、組織のさらなる強靭化に繋がってほしいと考えております。 



No 地域 施設名称 避難予定町内

1 十日町 県立十日町高等学校
本町１上・下・東１・西１、本町２、袋町東・中・西、十日町栄町、寿町４、高田町１・２、昭和町１、七
軒町、泉町

2 十日町 児童センター 宮下町東・西、諏訪町、神明町、学校町１・２

3 十日町 ラポート十日町 本町３、昭和町２～４、西寺町、加賀糸屋町、関口樋口町、駅通り、西浦町東・西、稲荷町１～３東

4 十日町 サンクロス十日町 本町４・５、水野町、若宮町、田中町東・西・本通り
5 十日町 道の駅クロス10十日町 本町６の１・６の２・６の３、川原町、上川町

6 十日町 十日町中学校 田川町１～３、江道、猿倉、津池、菅沼、大池、十日町赤倉、新座１・２、本町７-２

7 十日町 西小学校
高田町３・３西・３南・丸山町、稲荷町３本通り・３南・３北・４・西、西本町１～３、千代田町、八幡田
町、下川原町、住吉町

1 中条 東小学校 新座３・４-１・４-２、三和町、四日町新田１～４、南新田町１～３、四日町中原、五軒新田
2 中条 職業訓練校 本町７-１
3 中条 中条中学校 太子堂、塚田、中条八幡、上原、上原新町、中条上町、旭ヶ丘
4 中条 中条小学校 中町、背戸、下町、中条島、中条峠、梅沢、中条新田、北原、市之沢
5 中条 中条公民館 中条旭町

6 中条 飛渡第一小学校
嘉勝、轟木、焼野、魚之田川、新水、宇田ヶ沢、中条菅沼、山新田、東枯木又、西枯木又、蕨平、
三ツ山、上田原、池谷

7 中条 大井田コミュニティセンター 四日町１～３
8 中条 大井田保育園 四日町４、尾崎

1 川治・六箇 県立十日町総合高等学校 高山２～４、錦町１・２、美雪町１～３、桜木町、春日町１～３、高田町４～６

2 川治・六箇 川治小学校
川治上町１・２、川治中町、川治内後１・２、川治下町１～３、妻有町東１、妻有町西１・２、山本町１
～５、千歳町１～３、寿町１～３、河内町、関根１・２、浅之平、笹之沢、落之水、池之平、孕石、長
里、椌木、中村、六箇山谷、麻畑、田麦、二ツ屋、船坂、塩ノ又

3 川治・六箇 南中学校 谷内丑１・２、北新田１～３、城之古１～３・東町、塚原町

1 吉田 吉田小学校 稲葉、吉田山谷
2 吉田 吉田中学校 小泉１～３、樽沢、中平、名ケ山
3 吉田 鐙島小学校 北鐙坂１～３、南鐙坂、高島１・２、鉢１・２、中手

1 下条 上新田自治会館 上新田１～４
2 下条 下条中学校 山際、原、岩野、下条中央通り、野田、蟹沢、為永、下条本町、山根
3 下条 利雪親雪総合センター 廿日城、下条栄町、桑原
4 下条 下条小学校 貝ノ川、新保、水口、下条下山、新光寺、仙之山、平、漉野、二子、願入、塩野

1 水沢 馬場小学校 水沢１～３、馬場１～４、大石、中在家、水沢市ノ沢、珠川
2 水沢 水沢中学校 太田島１～３、土市１・２・５、姿１・２、安養寺、幸町

3 水沢 水沢小学校
土市３・４、新宮１・２、大黒沢１～３・東、小黒沢、天池、細尾、池ノ尻、漆島、池沢、野中、鍬柄
沢、当間、南雲

4 水沢 伊達公会堂 伊達１～４

1 川西 千手中央コミュニティセンター 中島町、山野田、発電所通西、四郎兼、東善寺、千手上町、中央町、田中町
2 川西 千手さくら保育園 発電所通東、南台、千手栄町、朝日町
3 川西 千手小学校 神社町、学校町、中屋敷、寺尾、美咲町、木島、沖立
4 川西 川西中学校 伊友、高原田、坪山、霜条、鶴吉、みのり団地
5 川西 上野小学校 上野、元町、新町新田、下平新田、三領、小根岸
6 川西 橘小学校 木落、寺ヶ崎、塩辛、仁田、野口、四十歩、原田、根深、下原
7 川西 仙田体験交流館 中仙田、室島、小脇、高倉、田戸、赤谷、岩瀬、大白倉、小白倉

1 中里 中里体育館 芋沢、田沢本村、東田沢、如来寺、豊里、桂、上山、田中、小原、干溝、山崎
2 中里 中里中学校 荒屋、桔梗原、通り山、芋川新田、高道山、朴木沢、宮沢、市之越、鷹羽、白羽毛、程島
3 中里 旧清津峡小学校(清津倉庫美術館) 東田尻、角間、葎沢、土倉、倉下、小出、西方、西田尻
4 中里 旧倉俣小学校 芋川、倉俣、原町、新里、重地、清田山、中里下山、田代
5 中里 貝野小学校 新屋敷、本屋敷、堀之内、宮中

1 松代 松代中学校 松代①、千年、青葉、池尻
2 松代 松代小学校 松代②・③
3 松代 まつだいふるさと会館 松代④
4 松代 新潟県立松代高等学校 松代⑤、小荒戸、太平、菅刈、松代田沢、犬伏、孟地、片桐山、滝沢、中子、苧島

5 松代 松代総合体育館
小屋丸、池之畑、松代下山、松代東山、海老、会沢、清水、桐山、蓬平、田野倉、仙納、莇平、寺
田、名平、蒲生、儀明

6 松代 旧奴奈川小学校(奴奈川キャンパス) 福島、奈良立、室野①・②、竹所、星峠、木和田原

1 松之山
小中一貫校まつのやま学園
松之山小・中学校

松之山、兎口、光間、新山、下川手、上川手、湯山、黒倉、藤原、曽根、新田、上之山、湯之島、
中立山、田麦立、月池、坂中、豊田、北浦田、西之前

2 松之山 松之山体育館
水梨、小谷、大荒戸、湯本、天水越、天水島、藤倉、中尾、東川、上鰕池、下鰕池、五十子平、坪
野、松之山赤倉、松之山東山

十日町市合計（49箇所）

十日町地域小計（29箇所）

川西地域小計（7箇所）

中里地域小計（5箇所）

松代地域小計（6箇所）

松之山地域小計（2箇所）

No 地域 施設名称 避難予定町内

1 十日町 県立十日町高等学校グラウンド
本町１上・下・東１・西１、本町２、袋町東・中・西、十日町栄町、寿町４、高田町１・２、昭和町１、七
軒町、泉町

2 十日町 児童センター駐車場 宮下町東・西、諏訪町、神明町、学校町１・２

3 十日町 ラポート十日町駐車場 本町３、昭和町２～４、西寺町、加賀糸屋町、関口樋口町、駅通り、西浦町東・西、稲荷町１～３東

4 十日町 サンクロス十日町駐車場 本町４・５、水野町、若宮町、田中町東・西・本通り
5 十日町 キナーレ駐車場 本町６の１・６の２・６の３、川原町、上川町
6 十日町 十日町中学校グラウンド 田川町１～３、江道、猿倉、新座１・２、本町７-２
7 十日町 ほくほく線美佐島駅駐車場 津池、菅沼、大池、十日町赤倉

8 十日町 西小学校グラウンド
高田町３・３西・３南、丸山町、稲荷町３本・３南・３北・４・西、西本町１～３、千代田町、八幡田町、
下川原町、住吉町

1 中条 東小学校グラウンド 新座３・４-１・４-２、三和町、四日町新田１～４、南新田町１～３、四日町中原、五軒新田
2 中条 職業訓練校 本町７-１
3 中条 中条中学校グラウンド 太子堂、塚田、中条八幡、上原、上原新町、中条上町、旭ヶ丘
4 中条 中条小学校グラウンド 中町、背戸、下町、中条島、中条峠、梅沢、中条新田、北原、市之沢
5 中条 中条公民館駐車場 中条旭町

6 中条 飛渡第一小学校グラウンド
嘉勝、轟木、焼野、魚之田川、新水、宇田ヶ沢、中条菅沼、山新田、東枯木又、西枯木又、蕨平、
三ツ山、上田原、池谷

7 中条 大井田コミュニティセンターグラウンド 四日町１～４、尾崎

1 川治・六箇 県立十日町総合高等学校グラウンド 高山２～４、錦町１・２、美雪町１～３、桜木町、春日町１～３、高田町４～６

2 川治・六箇 川治小学校グラウンド
川治上町１・２、川治中町、川治内後１・２、川治下町１～３、妻有町東１、妻有町西１・２、山本１～
５、千歳町１～３、寿町１～３、河内町、関根１・２、浅之平、笹之沢、落之水、池之平、孕石、長
里、椌木、中村、六箇山谷、麻畑、田麦、二ツ屋、船坂、塩ノ又

3 川治・六箇 南中学校グラウンド 谷内丑１・２、北新田１～３、城之古１～３・東町、塚原町

1 吉田 吉田小学校グラウンド 稲葉、吉田山谷
2 吉田 吉田中学校グラウンド 小泉１～３、樽沢、中平、名ヶ山
3 吉田 鐙島小学校グラウンド 北鐙坂１～３、南鐙坂、高島１・２、鉢１・２、中手

1 下条 上新田自治会館駐車場 上新田１～４
2 下条 下条中学校グラウンド 山際、原、岩野、下条中央通り、野田、蟹沢、為永、下条本町、山根
3 下条 利雪親雪総合センター駐車場 廿日城、下条栄町、桑原
4 下条 下条小学校グラウンド 貝ノ川、新保、水口、下条下山、新光寺、仙之山、平、漉野、二子、願入、塩野

1 水沢 馬場小学校グラウンド 水沢１～３、馬場１～４、大石、中在家、水沢市之沢、珠川
2 水沢 水沢中学校グラウンド 太田島１～３、土市１・２・５、姿１・２、安養寺、幸町

3 水沢 水沢小学校グラウンド
土市３・４、新宮１・２、大黒沢１～３・東、小黒沢、天池、細尾、池ノ尻、漆島、池沢、野中、鍬柄
沢、当間、南雲

4 水沢 伊達公園及び駐車場 伊達１～４

1 川西 千手中央コミュニティセンター駐車場 中島町、山野田、発電所通西、四郎兼、東善寺、千手上町、中央町、田中町
2 川西 千手さくら保育園広場 発電所通東、南台、千手栄町、朝日町
3 川西 千手小学校グラウンド 神社町、学校町、中屋敷、寺尾、美咲町、木島、沖立
4 川西 川西中学校グラウンド 伊友、高原田、坪山、霜条、鶴吉、みのり団地
5 川西 上野小学校グラウンド 上野、元町、新町新田、下平新田、三領、小根岸
6 川西 橘小学校グラウンド 木落、寺ヶ崎、塩辛、仁田、野口、四十歩、原田、根深、下原
7 川西 仙田体験交流館駐車場 中仙田、室島、小脇、高倉、田戸、赤谷、岩瀬、大白倉、小白倉

1 中里 田沢小学校グラウンド 芋沢、田沢本村、東田沢、如来寺、豊里、桂、上山、田中、小原、干溝、山崎
2 中里 中里中学校グラウンド 荒屋、桔梗原、通り山、芋川新田、高道山、朴木沢、宮沢、市之越、鷹羽、白羽毛、程島
3 中里 旧清津峡小学校グラウンド 東田尻、角間、葎沢、土倉、倉下、小出、西方、西田尻
4 中里 旧倉俣小学校グラウンド 芋川、倉俣、原町、新里、重地、清田山、中里下山、田代
5 中里 貝野小学校グラウンド 新屋敷、本屋敷、堀之内、宮中

1 松代 松代中学校グラウンド 松代①、千年、青葉、池尻
2 松代 松代小学校グラウンド 松代②・③
3 松代 下町地区多目的広場 松代④
4 松代 県立松代高等学校グラウンド 松代⑤、小荒戸、太平、菅刈、松代田沢、犬伏、孟地、片桐山、滝沢、中子、苧島

5 松代 松代総合体育館グラウンド
小屋丸、池之畑、松代下山、松代東山、海老、会沢、清水、桐山、蓬平、田野倉、仙納、莇平、寺
田、名平、蒲生、儀明

6 松代 旧奴奈川小学校グラウンド 福島、奈良立、室野①・②、竹所、星峠、木和田原

1 松之山
小中一貫校まつのやま学園
松之山小・中学校グラウンド

松之山、兎口、光間、新山、下川手、上川手、湯山、黒倉、藤原、曽根、新田、上之山、湯之島、
中立山、田麦立、月池、坂中、豊田、北浦田、西之前

2 松之山 松之山グラウンド
水梨、小谷、大荒戸、湯本、天水越、天水島、藤倉、中尾、東川、上鰕池、下鰕池、五十子平、坪
野、松之山赤倉、松之山東山

十日町市合計（49箇所）

十日町地域小計（29箇所）

川西地域小計（7箇所）

中里地域小計（5箇所）

松代地域小計（6箇所）

松之山地域小計（2箇所）

指定避難所、指定緊急避難所一覧

21

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「指定緊急避難場所」、「指定避難所」となっています。それぞれ49箇所あります。文字が小さく見づらくて申し訳ありませんが、市のホームページにも掲載しておりますので、ご確認いただければと思います。あらためまして、お住まいの地域の指定緊急避難場所や指定避難所の確認をお願いします。以上が、避難所に関することについてのお知らせとなります。



規模災害が発生して避難所を開設した場合に
設置する、自主防災組織、施設管理者及び市職員
が、お互いに協力して円滑な避難所運営を行うた
めの組織である。

※ 市職員は、主に災害対策本部（災害発生時等
に、災害の拡大防止及び被害の軽減のために市
が設置するものをいう。）及び現地災害対策本部
（災害対策本部の事務の一部を行うため、各支所
に設置されるものをいう。）との連携を担う。

避難所の運営（避難所運営委員会）

※「十日町市避難所運営マニュアル」から抜粋

22

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
続きまして、『避難所の運営』について説明をさせていただきます。資料をご覧ください。 こちらは「十日町市避難所運営マニュアル」からの抜粋です。避難所の運営は、共助として自主防災組織の皆様を含めた地域で避難所運営員会を設置しての運営をお願いしております。その中で、市職員（避難所担当職員）は、災害対策本部との連携役となります。



（７）市からの防災情報伝達

防災行政無線（屋外拡声子局） 防災行政無線（戸別受信機）

23

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、『市からの防災情報伝達手段』について、ご説明いたします。現在の主な防災情報伝達手段は次の通りとなります。



デジタル同報系防災行政無線
異常気象に起因する大型台風、集中豪雨、竜巻等による被害が全国各地

で頻発。防災行政無線を用いて、地域住民への迅速かつ確実な緊急情報や
避難情報を伝達する。

※設置数は変動あり。24

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
１つ目ですが、デジタル同報系防災行政無線になります。屋外スピーカーは89基、戸別受信機は全世帯で、約18,000台を配布しており、災害情報、熱中症アラート、熊情報等の防災情報に加え、マイナンバーの申請やイベントのご案内等の行政情報と多岐にわたり使用しています。現在、毎週月曜日夕方に通信確認のために、放送を入れておりますが、音声が途切れる、聞こえが悪いなど通信に不安を覚える場合は、修繕等、受け付けておりますので、ご連絡ください。また、お近くの方でまだ設置されていない方がいらっしゃいましたら、防災上重要なツールになりますので、自主防災組織の皆様からも設置をおすすめください。



十日町あんしんメール

25

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
２つ目は、十日町あんしんメールです。あんしんメールは、携帯電話などに電子メールが配信されるサービスです。利用登録が必要ですが、大雨などが予想される場合は早い段階から前触れの注意警戒情報など、幅広い内容で活用をします。大規模な災害時には、迅速に情報伝達のできる重要な手段となりますので、登録がお済みでない方は、この機会に利用登録をお願いします。



リモコンの“ｄボタン”を押す データ放送画面

十日町市に関する防災・生活情報 雨量や気象情報

テレビからの情報収集

26

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に各ご家庭からの情報収集手段についてです。市からの情報伝達以外にも、現在、ご家庭でも簡単にテレビやインターネットなどで情報収集が可能な時代となりました。迅速な情報収集と対応が防災・減災の第一歩になります。資料にあるとおり簡単に情報の取得ができますので、これらを活用し、災害時などは市からの情報だけでなく、皆さまでも積極的に情報収集を行っていただければ幸いです。



【その他参考 【東北電力停電情報アプリ】（停電情報（プッシュ通知））
【YAHOO！防災速報】（防災情報の通知（プッシュ通知））

※Google PlayもしくはApp Storeで検索しインストール
（この他にも様々な防災関係アプリがあります）

インターネットからの情報収集

27

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、スマートフォンにはここに紹介するものの他に様々なアプリがあり、「プッシュ通知」による情報収集が可能となっています。無料のものも多くありますのでぜひご活用ください。



１ 目的

災害対策基本法第48条及び十日町市地域防災計画に基づき、総合的な防災訓練を実施し、大規
模災害時における円滑な防災活動を期するため、防災関係機関相互の緊密な連絡体制を構築する。
併せて住民の防災意識の高揚を図り、安全・安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

２ 実施方針

地元の自主防災組織等との協働に重点を置き、降雪期に災害が発生した際の、地区避難所への
経路確認を実施する。また、市避難所担当職員と合同で避難所開設訓練を行う。
３ 訓練項目
（１）１日目「避難経路確認及び合同避難所開設訓練」（12月４日（日））

①緊急時情報伝達訓練（市内全域）
②安否確認訓練及び避難経路確認（高山地区、中条地区のみ）
③避難所開設訓練（川治・六箇地区、中条地区のみ）
④避難所開設研修会（高山地区、中条地区のみ）

（２）２日目「災害対策本部設置・運営訓練」（12月21日（水））
⑤災害対策本部設置・運営訓練
⑥避難所開設訓練（川治・六箇地区、中条地区以外）

(８)令和４年度十日町市総合防災訓練の振り返り

28

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
令和４年度十日町市総合防災訓練は地域と参加者を限定して実施したため、訓練成果を共有するため、総合防災訓練についての振り返りをさせていただきます。総合防災訓練は、災害対策基本法第及び十日町市地域防災計画に基づいて実施するものです。毎年１回実施していましたが、コロナ禍の影響により中断していたため、令和４年度は３年ぶりの開催となりました。訓練項目は、１日目が住民参加型の「避難経路確認及び合同避難所開設訓練」とし、訓練内容は①緊急時情報伝達訓練（市内全域）、　②安否確認訓練及び避難経路確認（高山地区、中条地区のみ）、③避難所開設訓練（川治・六箇地区、中条地区のみ）、④避難所開設研修会（高山地区、中条地区のみ）とし、２日目が職員訓練の「災害対策本部設置・運営訓練」　とし、訓練内容は⑤災害対策本部設置・運営訓練、⑥避難所開設訓練（川治・六箇地区、中条地区以外）となります。この訓練の目的と効果は、初めにも説明しましたが、コロナ対策として密を避けるため、12月４日（日）と12月21日（水）の２日間に分けて実施しました。また、ウィズコロナ・ポストコロナに対応した防災訓練を検討していくための新たなチャレンジの第一歩として実施しました。



1. 日時及び場所
令和４年12月４日（日）8：30～8：35

2. 訓練参加者（市内全域）
3. 訓練目的及び実施内容
• 防災行政無線、十日町あんしんメール、緊急速報メール等による情報伝達訓練
• 高山地区、中条地区で防災行政無線により、訓練全般に関する情報伝達
• 避難所担当職員への避難所開設の指示（川治・六箇地区、中条地区のみ）

令和４年度十日町市総合防災訓練（緊急時情報伝達訓練)

防災行政無線（操作卓） 防災行政無線（戸別受信機）防災行政無線（屋外拡声子局）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
個別の訓練内容を説明します。緊急時情報伝達訓練は、防災行政無線、十日町あんしんメール、緊急速報メール等による情報伝達訓練を実施し、訓練会場である高山地区、中条地区で防災行政無線により、訓練全般に関する情報伝達を実施しました。



1. 日時及び場所
令和４年12月４日（日）8：30～９：00

2. 訓練参加者（約700人）
高山地区、中条地区自主防災組織等

3. 訓練目的及び実施内容
避難行動要支援者の安否確認及び地区避難所までの避難経路確認

令和４年度十日町市総合防災訓練（安否確認訓練及び避難経路確認)

避難行動要支援者名簿（見本） 安否確認及び避難経路確認訓練
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
安否確認訓練及び避難経路確認は、避難行動要支援者の安否確認及び地区避難所までの避難経路確認を実施しました。



1. 日時及び場所
①令和４年12月４日（日）8：30～９：30（川治・六箇地区、中条地区）
②令和４年12月21日（水）14：00～15：30（川治・六箇地区、中条地区以外）

2. 訓練参加者（65人）
避難所担当職員

3. 訓練目的及び実施内容
避難指示発令後の指定避難所の開設訓練

令和４年度十日町市総合防災訓練（避難所開設訓練)

避難所担当職員による避難所開設冬期間の施設状況の確認
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
避難所開設訓練は２日間で全地区実施しました。また、写真にもありますように冬期間、雪が降る場合の開設場所、冬期間に閉鎖される入口の確認などを実施しました。



1. 日時及び場所
令和４年12月４日（日）9：30～11：00（高山地区、中条地区）
訓練参加者（約700人）
高山地区、中条地区自主防災組織等

2. 訓練目的及び実施内容
指定避難所開設研修及び避難所資機材の活用訓練

令和４年度十日町市総合防災訓練（避難所開設研修会)

指定避難所開設研修 避難所資機材の活用訓練
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
避難所開設研修会は、研修及び避難所資機材の活用訓練を実施しました。避難所資機材の活用訓練では、コロナ禍の影響を考慮してのゾーニングやテント設営などを実施しました。



1. 日時及び場所
令和４年12月21日（水）14：00～15：00

2. 訓練参加者（25人）
災害対策本部員、十日町地域消防本部、十日町地域振興局、十日町警察署、東北
電力ネットワーク（株）、十日町市社会福祉協議会

3. 訓練目的及び実施内容
防災情報システムを活用した災害対策本部運営により迅速な意思決定を図る

令和４年度十日町市総合防災訓練（災害対策本部設置・運営訓練)

防災情報システムを活用した本部会議 災害対策本部設置・運営訓練
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
災害対策本部設置・運営訓練は、災害対策本部員に加え、十日町地域消防本部、十日町地域振興局、十日町警察署、東北電力ネットワーク（株）、十日町市社会福祉協議会などの関係機関に参集いただき、防災行政無線とあわせて導入した防災情報システムを活用した訓練を実施しました。



成果と課題（主なもの）

①成果
• コロナ対策を実施したことにより３年振りに総合防災訓練を開

催。（訓練参加による感染の報告なし）
• 令和３年１０月に全面運用を開始した防災行政無線を活用して

初めて総合防災訓練を開催。
②課題

• 暖房器具等は準備したが積雪により気温が低いため、更なる寒
さ対策が必要となる。
⇒自助による防寒具の備蓄等

• 積雪時は避難所入口が使用できない場合があり、冬期間の避難
所の状況を確認する必要がある。
⇒除雪状況等による出入口の変更等
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に今回の訓練をつうじての成果とまとめです。まず成果ですが、１点目、コロナ対策を実施したことにより３年振りに総合防災訓練を開催できました。また、訓練参加による感染の報告もありませんでした。令和４年度はコロナ禍での訓練ということで、参加者、内容等を限定した訓練となりましたが、コロナの５類移行を受けて、訓練内容も見直しを実施したいと考えております。各地域でも訓練が中断していることへのご不安なども相談いただいておりますが、まずは継続的に訓練を実施することが重要ですので、できるだけの訓練をお願いします。訓練内容等の不明な点に関しては防災安全課までご相談ください。２点目として令和３年１０月に全面運用を開始した防災行政無線を活用して初めて総合防災訓練を開催することができました。コロナ関係に広報などで活用は進んでいましたが、初めて訓練での使用となります。次に課題ですが、１点目は冬期間の訓練ということで、暖房器具等は準備しておりましたが、前日からの積雪により気温が低く、ストーブ等だけでなく更なる寒さ対策が必要となることが確認できました。�避難所は体育館が多く寒さも厳しいため、避難される方からも、できるだけ防寒用の服装やホッカイロ等の備蓄をお願いする必要があることが確認できましたので、呼びかけをしていきたいと思います。積雪時は除雪状況により避難所入口が使用できない場合があり、冬期間の避難所の状況を事前に確認し、除雪状況等による随時、出入口の変更等をする必要があることが確認できました。参加者、会場等を限定したため十分な訓練ができたとは考えておりませんが、まず、訓練を実施できたことで新たな課題について確認することができました。施設管理者と協議し、事前の確認をしっかりと行いたいと考えております。



本日はご清聴いただき
ありがとうございました
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
結びになりますが、自主防災組織の皆様の活動に感謝と敬意を表しまして、防災安全課からの説明を終わりにしたいと思います。ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。
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